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 特別職報酬等審議会について  

 

 

○特別職の報酬等について 
（昭和 39 年 5 月 28 日 自治給第 208 号 各都道府県知事あて 自治事務次官通知） 
 

最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の
動向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機
関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるので、下
記要領により速やかに措置されたく、命によって通知する。 

なお、管下各市（特別区を含む。）については、都道府県の例にならい措置を講ずる
よう、また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたい。 

 
記 

 
１ 地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定による都道府県知事の附属機関とし

て、別紙条例準則を参考として特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）を設
置するものとすること。 

 
２ 都道府県知事は、都道府県議会議員の報酬の額に関する条例を議会に提出しよう

とするときは、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければな
らないものとすること。 

なお、知事、副知事及び出納⻑の給料の額についても同様の⼿続により措置する
ことが適当であること。 
 

３ 審議会の委員は、都道府県の区域内の公共的団体等の代表者その他住⺠のうちか
ら任命するものとすること。この場合、当該都道府県の議会の議員、⻑及び常勤の
職員を任命することは避けること。 
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 ○岡山市特別職報酬等審議会設置条例 
平成２８年６月３０日 

市条例第３５号 
 

（設置） 
第１条 議会の議員の議員報酬等の額について審議するため，地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき，岡山市特別職報酬等審議会（以下
「審議会」という。）を設置する。 
（諮問） 

第２条 市⻑は，次条第１号から第４号までに関する条例を議会に提出しようとするとき
は，あらかじめ，当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。 
（所掌事項） 

第３条 審議会は，市⻑の諮問に応じて，次に掲げる事項について審議する。 
（１） 議会の議員の議員報酬の額 
（２） 市⻑，副市⻑，教育⻑及び常勤の監査委員の給料の額 
（３） 市⻑及び副市⻑の退職⼿当の額 
（４） 政務活動費の額 
（５） 前各号に掲げるもののほか，市⻑が特に必要と認める事項 
（組織） 

第４条 審議会は，委員１０人以内で組織する。 
（委員） 

第５条 委員は，必要の都度，学識経験者，市⺠その他市⻑が適当と認める者のうちから
市⻑が委嘱する。 

２ 委員の任期は，委嘱の日から諮問事案に係る審議が終了するまでの間とする。 
３ 委員は，再任されることができる。 

（会⻑等） 
第６条 審議会に会⻑を置き，委員の互選によりこれを定める。 
２ 会⻑は，審議会を代表し，会務を総理する。 
３ 会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは，あらかじめ，会⻑の指名する委員が

その職務を代理する。 
（会議等） 

第７条 審議会の会議は，会⻑が招集し，会⻑が議⻑となる。 
２ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議⻑の決

するところによる。 
４ 前項の場合においては，議⻑は，委員として議決に加わる権利を有しない。 
５ 審議会は，必要に応じ，会議に関係者の出席を求め，説明⼜は意見を聴くことができ

る。 
（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会⻑が審議会
に諮って定め，その他必要な事項については，市⻑が別に定める。 

附 則 
この条例は，公布の日から施行する。 
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 特別職の給与改定において考慮すべき諸事情  

 
 
○地方公務員の給与制度の改正について【抜粋】 
（昭和 36 年 2 月 11 日自治乙公発第 2 号自治事務次官通知） 
 
第２ 地方公務員の給与改定について 

１ 給与改定の基本方針 
 

（2） 特別職の地方公務員の給与改定を行なう場合には、次の諸事情などを総合的に
考慮し、適正な改定を行なうこと。 

ア 国家公務員の特別職の職員の給与改定 
イ 各地方公共団体における特別職の職員に関するここ数年来の給与改定の経緯 
ウ 各地方公共団体の一般職の職員の給与改定の取扱い 
エ 他の地方公共団体との均衡 
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○特別職の職員の給与について【抜粋】  
（昭和 43 年 10 月 17 日自治給第 94 号自治省行政局⻑通知）  
 

特別職の職員の給与については、「特別職の報酬等について」（昭和 39 年自治給第
208 号各都道府県知事あて自治事務次官通知）の趣旨に沿って措置されて来ているこ
とと思料されるが、最近、一部の地方公共団体の特別職の給与の引き上げに関連し
て、その内容および引き上げ幅、特別職報酬等審議会の運営等について必ずしも適切
とはいい難いものがあって、世論の批判を受けているむきもあるので、今後一層の適
正化を期するため、下記事項に充分配意し、必要な措置を講じられたい。  

なお、貴管下市町村についても、この通知の趣旨に沿って適切な措置が講じられる
ようよろしく指導願いたい。 

 
記 

 
一 特別職の職員の給与の内容の明確化について  

１ 常勤の特別職の職員に⽀給できる諸⼿当の範囲  
常勤の職員には、地方自治法第 204 条および附則第 6 条の 2 の規定により、

各種⼿当が⽀給できるものとされているが、これらの⼿当については、各⼿当のも
つ本来の性格から、その⽀給の範囲において当然に制約のあるものであること。  

従って、常勤の一般職の職員に対し、当該職員に適用される給料表において、そ
の職責の差、地域差等によって必要とされる給与額の差を充分に反映させることが
できないため、給料と別個に⽀給するものとして設けられている⼿当を、その給料
が、本来の職務の特殊性に基づき、当該職務に対する一切の給付を含めて、個々具
体的に条例で定めるべきものとされている知事（市⻑村⻑）、副知事（助役）および
出納⻑（収⼊役）（以下「三役」という。）に対して⽀給するものとすることは、極
めて不適当であること。  

最近、一部の地方公共団体で三役の給料引上に関連して、これら職員に管理職⼿
当の⽀給を行なっている事例が世論の批判を受けたが、このような措置を行なって
いる地方公共団体にあっては、以上の趣旨から同⼿当の⽀給を廃止するよう可及的
速やかな機会に所要の改善措置を講ずること。  

なお、管理職⼿当以外の⼿当についても、国家公務員の特別職の職員に⽀給され
ている⼿当（調整⼿当または暫定⼿当、期末⼿当、寒冷地⼿当）に相当するもの
は、国との均衡上⽀給することは差し⽀えないが、それ以外のものについても⽀給
を行なっている地方公共団体については、上記管理職⼿当の場合と同様、その改善
措置を講ずること。  
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○地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて【抜粋】 
（令和 7 年 11 月 11 日 総行給第 53 号・総行公第 113 号・総行女第 34 号 
 各都道府県知事・各指定都市市⻑・各都道府県議会議⻑・各指定都市議会議⻑・  
 各人事委員会委員⻑あて 総務副⼤⾂通知） 
 
 本日、公務員の給与改定に関する取扱いについて、別紙１のとおり閣議決定が行わ
れました。 
 各地方公共団体においては、地方公務員の給与改定等を行うに当たって、 閣議決定
の趣旨に沿って、特に下記事項に留意の上、適切に対処されるよう要請いたします。 
 地方公営企業に従事する職員の給与改定等に当たっても、これらの事項を十分勘案
の上、適切に対処されるようお願いします。 
 また、貴都道府県内の市区町村に対しても併せて周知されるようお願いします。  
 なお、本通知は地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 59 条（技術的助言）及
び地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に基づくもの
です。 
 
 
≪別紙１≫公務員の給与改定に関する取扱いについて【抜粋】  
（令和７年 11 月 11 日 閣議決定） 
 
 １ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95 号）の適用を受ける 
  国家公務員の給与については、去る８月７日の人事院勧告どおり改定を行うも 
  のとする。 
 
 ２ 特別職の国家公務員の給与については、官職の職務と責任に応じ、かつ、一 
  般職の官職との均衡、特別職の官職相互の均衡等を考慮して定めることが適切 
  といった観点から、１の趣旨に沿って取り扱うものとする。 
   なお、閣僚等が、国会議員の職を兼ねる場合に行政庁から⽀給される給与に 
  ついては、当分の間、⽀給しないこととする。  

≪参考≫岡山市特別職の給与改定の流れ 
 ・岡山市特別職報酬等審議会設置条例の第 2 条及び第 3 条の規定に基づき 
  「市⻑等の給料（報酬）の額」「市⻑及び副市⻑の退職⼿当の額」は本審 
  議会の諮問・答申を経て改正条例を議会に提出 
 ・期末⼿当を含めその他諸⼿当は、上記通知どおり一般職の給与改定に準拠 
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,
1
6
7
,
0
0
0
円

→
1
,
1
7
4
,
0
0
0
円

（
7
,
0
0
0
円

引
上
げ

）
+
0
.
6
%

5
京

都
市

R
7
.
4

類
似

５
政

令
市

の
平

均
額

を
参

考
に

　
1
,
3
9
0
,
0
0
0
円

→
1
,
4
1
0
,
0
0
0
円

（
2
0
,
0
0
0
円

引
上
げ

）
+
1
.
4
%

※
H
8
年

以
来

の
改

定
、

H
1
3
以

来
の

開
催

※
地

域
手

当
(
*
)
1
0
％

は
廃

止
。

給
料

に
一

元
化

R
6
.
4

R
5
の
局

長
級

職
員

の
改

定
に

準
じ

た
額

　
1
,
1
9
0
,
0
0
0
円

→
1
,
1
9
3
,
0
0
0
円

（
3
,
0
0
0
円

引
上
げ

）
+
0
.
3
%

R
7
.
4

R
6
の
局

長
級

職
員

の
改

定
率

　
1
,
1
9
3
,
0
0
0
円

→
1
,
2
0
7
,
0
0
0
円

（
1
4
,
0
0
0
円

引
上
げ

）
+
1
.
2
%

＊
地

域
手

当
：

地
域

の
民

間
賃

金
水

準
を

公
務

員
給

与
に

的
確

に
反

映
さ

せ
る

た
め

、
民

間
の

賃
金
を

基
礎

と
し

、
物

価
等

を
考

慮
し

た
地

域
に

在
勤

す
る

職
員

に
支

給
す

る
手

当

（
２

）
改

定
し

て
い

な
い

が
、

目
安

が
審

議
会

で
示

さ
れ

た
政

令
指

定
都

市

都
市

名
　

7
札

幌
市

8
横

浜
市

9
浜

松
市

※
そ

の
他

：
（

【
千

葉
市

】
H
3
0
年

以
降

の
審

議
会

開
催

な
し

）
局

長
級

の
改

定
状

況
も

考
慮

　
熊

本
市

6

R
6
審

議
会

：
一

般
職

職
員

の
改

定
率

の
累

計
が

1
0
％

上
が

っ
た

タ
イ

ミ
ン

グ

R
5
審

議
会

：
部

長
級

職
員

の
改

定
状

況
を

基
本

に
判

断
※

浜
松

市
は

部
長

級
が

他
都

市
の

局
長

級
と

同
等

の
職

位

R
6
審

議
会

：
局

長
級

職
員

の
改

定
率

の
累

積
改

定
率

で
判

断
　

※
1
%
が

基
準

目
　

安

7



岡
山

市
職

員
の

給
料

等
改

定
経

過
１

 
一

般
職

職
員

H1
.4

.1
H1

H2
H3

H4
.4

.1
H4

H5
H6

H7
H8

.4
.1

H8
H9

H1
0

H1
1

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

−
3.

10
3.

65
3.

71
−

2.
81

1.
91

1.
19

0.
54

−
0.

88
0.

98
0.

71
0.

27
0.

08
0.

08
△

 2
.0

6
△

 1
.0

7
0.

00
△

 0
.3

4
△

 4
.8

0
0.

19
△

 0
.8

2

H2
1.

8.
1

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
R4

R5
R6

R7

−
△

 1
.2

3
0.

00
△

 0
.1

3
△

 0
.0

9
0.

00
0.

33
0.

23
△

 2
.0

0
0.

11
0.

09
0.

00
0.

00
0.

00
0.

20
0.

94
2.

71
2.

89

２
 

特
別

職
職

員
（

給
料

月
額

：
百

円
）

※
【

常
勤

監
査

】
H2

1.
8.

1以
前

は
、

一
般

職
給

料
表

を
適

用
 

 
【

教
育

⻑
】

H2
7.

4.
1に

新
教

育
⻑

（
特

別
職

：
教

育
⻑

と
教

育
委

員
⻑

を
一

本
化

）
へ

移
行

H1
.4

.1
H1

H2
H3

H4
.4

.1
H4

H5
H6

H7
H8

.4
.1

H8
H9

H1
0

H1
1

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

10
,2

00
11

,6
00

12
,4

00

8,
30

0
9,

40
0

9,
90

0

H2
1.

8.
1

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
R4

R5
R6

R7

11
,6

00

9,
20

0

5,
96

9

5,
96

9

３
 

市
⻑

と
一

般
職

職
員

の
給

与
改

定
率

等
比

較
（

毎
年

の
給

与
改

定
率

を
積

算
。

前
回

改
定

時
の

H2
1.

8を
10

0と
し

て
い

る
。

）

（
一

般
職

）

年
度

等

市
⻑

副
市

⻑

年
度

等

市
⻑

副
市

⻑

常
勤

監
査

教
育

⻑

年
度

等

改
定

率
(％

)

年
度

等

改
定

率
(％

)

9
2

.7
 9

6
.1

 9
9

.7
 1
0

2
.5

 1
0

4
.4

 

1
0

6
.3

 

1
0

9
.3

 
1

0
9

.5
 

1
0

6
.1

 

1
0

0
.6

 

1
0

0
.0

 

1
0

0
.0

 9
8

.8
 

9
8

.6
 

9
9

.1
 

9
7

.1
 

9
7

.3
 

9
7

.3
 

9
7

.5
 9

8
.4

 1
0

1
.1

 

1
0

4
.0

 

8
7

.9
 

8
7

.9
 1
0

0
.0

 
1

0
0

.0
 

1
0

6
.9

 

1
0

6
.9

 

1
0

0
.0

 

1
0

0
.0

 

8
0

8
2

8
4

8
6

8
8

9
0

9
2

9
4

9
6

9
8

1
0

0

1
0

2

1
0

4

1
0

6

1
0

8

1
1

0

1
1

2

市
・

一
般

職
市

⻑

6
.3

ﾎﾟ
ｲﾝ

ﾄ
6
.9

ﾎﾟ
ｲﾝ

ﾄ

1
1
.8

ﾎﾟ
ｲﾝ

ﾄ
※

特
別

職
給

与
改

定
前

の
水

準
差

4
.0

ﾎﾟ
ｲﾝ

ﾄ

(H
2

8
)9

7
.1

(H
2

8
)9

6
.3

(R
7

)1
0

4
.0

(R
7

)1
0

1
.2

9
6

9
8

1
0

0

1
0

2

1
0

4

1
0

6

一
般

職
職

員
(全

体
)と

局
⻑

級
職

員
の

改
定

状
況

の
比

較
＜
H
2
1
.8

〜
R
7
の

期
間

＞

一
般

職
職

員
(全

体
)

局
⻑

級
職

員

8



政
令

指
定

都
市

に
お

け
る

市
⻑

・
副

市
⻑

・
教

育
⻑

・
常

勤
監

査
委

員
の

給
料

月
額

【
令

和
7年

4月
1日

時
点

】

順
位

都
市

名
給

料
月

額
(円

)
適

用
日

人
口

（
人

）
順

位
都

市
名

給
料

月
額

(円
)

適
用

日
順

位
都

市
名

給
料

月
額

(円
)

適
用

日
順

位
都

市
名

給
料

月
額

(円
)

適
用

日
1

大
阪

市
1,

66
9,

00
0

H2
7.

12
2,

78
3,

86
5

1
横

浜
市

1,
28

5,
00

0
H2

8.
4

1
横

浜
市

94
0,

00
0

H2
8.

4
1

横
浜

市
90

8,
00

0
H2

8.
4

2
横

浜
市

1,
59

9,
00

0
H2

8.
4

3,
75

5,
48

5
2

京
都

市
1,

12
0,

00
0

R7
.4

2
大

阪
市

90
7,

00
0

H2
8.

4
2

大
阪

市
83

4,
00

0
H2

7.
12

3
名

古
屋

市
1,

46
7,

00
0

H1
9.

4
2,

32
9,

64
6

3
神

⼾
市

1,
11

0,
00

0
H4

.5
3

福
岡

市
85

0,
00

0
H2

1.
4

3
札

幌
市

80
0,

00
0

H9
.4

4
京

都
市

1,
41

0,
00

0
R7

.4
1,

36
8,

51
3

4
大

阪
市

1,
09

6,
00

0
H2

7.
12

4
神

⼾
市

83
0,

00
0

H2
7.

4
4

広
島

市
79

0,
00

0
H6

.4
4

神
⼾

市
1,

41
0,

00
0

H4
.5

1,
48

7,
74

1
5

千
葉

市
1,

06
4,

00
0

H3
0.

4
4

札
幌

市
83

0,
00

0
H1

3.
4

5
新

潟
市

77
8,

00
0

H1
8.

4
6

千
葉

市
1,

31
7,

00
0

H3
0.

4
 

98
4,

35
7

6
名

古
屋

市
1,

05
2,

00
0

R7
.4

4
仙

台
市

83
0,

00
0

H2
7.

4
6

千
葉

市
75

0,
00

0
H3

0.
4

7
仙

台
市

1,
31

0,
00

0
H1

8.
4

1,
06

0,
00

8
7

広
島

市
1,

05
0,

00
0

H8
.1

4
北

九
州

市
83

0,
00

0
H2

7.
4

6
京

都
市

75
0,

00
0

R7
.4

7
広

島
市

1,
31

0,
00

0
H8

.1
 

1,
17

0,
27

5
8

福
岡

市
1,

04
0,

00
0

H2
1.

4
8

新
潟

市
82

2,
00

0
R6

.4
8

仙
台

市
71

3,
00

0
H2

9.
4

9
福

岡
市

1,
30

0,
00

0
H2

1.
4

1,
60

9,
05

0
9

札
幌

市
1,

03
0,

00
0

H4
.1

2
9

静
岡

市
81

2,
00

0
H2

7.
4

9
神

⼾
市

70
0,

00
0

H4
.5

10
札

幌
市

1,
28

0,
00

0
H4

.1
2

1,
95

3,
18

1
10

仙
台

市
1,

02
0,

00
0

H1
8.

4
10

さ
い

た
ま

市
80

4,
00

0
R6

.4
9

熊
本

市
70

0,
00

0
R7

.4
11

浜
松

市
1,

27
7,

00
0

H1
9.

4
78

1,
01

1
11

堺
市

99
0,

00
0

H9
.4

11
堺

市
79

3,
00

0
H2

3.
7

11
堺

市
69

5,
00

0
H2

3.
7

12
静

岡
市

1,
25

0,
00

0
H1

9.
4

67
0,

25
8

12
北

九
州

市
98

0,
00

0
H2

6.
11

12
広

島
市

79
0,

00
0

H1
3.

4
12

名
古

屋
市

66
5,

00
0

R6
.4

13
北

九
州

市
1,

23
0,

00
0

H2
6.

11
90

8,
18

1
13

さ
い

た
ま

市
96

6,
00

0
R6

.4
12

川
崎

市
79

0,
00

0
R7

.4
13

静
岡

市
66

3,
00

0
H1

7.
4

14
さ

い
た

ま
市

1,
22

9,
00

0
R6

.4
1,

35
1,

87
2

14
川

崎
市

96
2,

00
0

R7
.4

14
千

葉
市

78
0,

00
0

H3
0.

4
13

相
模

原
市

66
3,

00
0

R7
.4

15
川

崎
市

1,
21

6,
00

0
R7

.4
1,

55
3,

92
0

15
熊

本
市

96
0,

00
0

R7
.4

15
浜

松
市

76
6,

00
0

H2
8.

1
15

浜
松

市
65

5,
00

0
H1

9.
4

16
熊

本
市

1,
20

7,
00

0
R7

.4
72

8,
52

9
16

新
潟

市
94

8,
00

0
R6

.4
16

相
模

原
市

73
2,

00
0

R7
.4

16
福

岡
市

62
0,

00
0

H2
1.

4
17

堺
市

1,
19

0,
00

0
H9

.4
81

0,
35

6
17

静
岡

市
94

0,
00

0
H1

5.
4

17
熊

本
市

71
5,

00
0

R7
.4

17
さ

い
た

ま
市

61
7,

00
0

R6
.4

18
相

模
原

市
1,

18
1,

00
0

R7
.4

71
5,

23
5

18
浜

松
市

92
8,

00
0

H1
9.

4
18

岡
山

市
59

6,
90

0
H2

1.
8

18
岡

山
市

59
6,

90
0

H2
1.

8
19

新
潟

市
1,

17
4,

00
0

R6
.4

75
8,

06
8

19
相

模
原

市
92

6,
00

0
R7

.4
19

京
都

市
58

1,
50

0
R6

.4
19

北
九

州
市

59
0,

00
0

H2
6.

11
20

岡
山

市
1,

16
0,

00
0

H2
1.

8
69

3,
21

9
20

岡
山

市
92

0,
00

0
H2

1.
8

-
名

古
屋

市
行

政
職

給
料

表
9級

を
占

め
る

職
員

に
準

じ
る

-
20

川
崎

市
56

7,
00

0
R7

.4

平
均

1,
30

9,
00

0
※

千
円

未
満

 
四

捨
五

入
平

均
1,

01
9,

00
0

※
千

円
未

満
 

四
捨

五
入

平
均

78
9,

00
0

※
千

円
未

満
 

四
捨

五
入

平
均

70
3,

00
0

※
千

円
未

満
 

四
捨

五
入

(参
考

)岡
山

県
1,

29
0,

00
0

H1
8.

7
1,

83
5,

47
8

(参
考

)岡
山

県
1,

02
0,

00
0

H1
8.

7
(参

考
)岡

山
県

89
0,

00
0

H1
8.

7
(参

考
)岡

山
県

73
0,

00
0

H1
8.

7
(参

考
)倉

敷
市

1,
15

0,
00

0
H2

1.
10

47
1,

98
5

(参
考

)倉
敷

市
93

0,
00

0
H2

1.
10

(参
考

)倉
敷

市
81

0,
00

0
H2

1.
10

(参
考

)倉
敷

市
61

0,
00

0
H2

1.
10

※
１

 
「

順
位

」
は

20
政

令
指

定
都

市
中

、
数

値
の

高
い

順
に

付
し

た
順

位
※

２
 

各
市

の
人

口
は

、
令

和
７

年
３

月
31

日
又

は
４

月
１

日
現

在
の

住
⺠

基
本

台
帳

に
よ

る
も

の
。

た
だ

し
、

岡
山

県
は

令
和

７
年

１
月

１
日

時
点

の
人

数
※

３
 

給
料

月
額

は
、

令
和

７
年

４
月

１
日

現
在

の
額

【
教

育
⻑

】
【

副
市

⻑
】

【
市

⻑
】

【
常

勤
監

査
委

員
】

9



政
令

指
定

都
市

に
お

け
る

市
⻑

・
副

市
⻑

・
教

育
⻑

・
常

勤
監

査
委

員
の

給
与

（
年

収
試

算
）

【
令

和
７

年
４

月
１

日
時

点
】

【
市

⻑
】

【
副

市
⻑

】

割
合

額
加
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倉

敷
市
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61
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,2
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%
4.

45
3,
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2,
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8

※
1

地
域

の
⺠

間
賃

金
水

準
を

公
務

員
給

与
に

的
確

に
反

映
さ

せ
る

た
め

、
⺠

間
の

賃
金

水
準

を
基

礎
と

し
、

物
価

等
を

考
慮

し
た

地
域

に
在

勤
す

る
職

員
に

支
給

す
る

手
当

。
※

2
期

末
手

当
は

令
和

７
年

度
(R

7.
4.

1時
点

)の
支

給
月

数
で

計
算

。
 

期
末

手
当

＝
（

給
料

月
額

＋
地

域
手

当
＋

加
算

率
に

基
づ

く
額

）
×

支
給

月
数

※
3

管
理

又
は

監
督

の
地

位
に

あ
る

職
員

の
職

務
な

い
し

職
責

の
特

殊
性

と
い

う
点

に
着

目
し

て
支

給
さ

れ
る

手
当

。
※

4
札

幌
市

の
市

⻑
、

副
市

⻑
、

教
育

⻑
、

常
勤

監
査

委
員

に
は

寒
冷

地
手

当
が

支
給

さ
れ

て
お

り
、

年
収

に
13

0,
00

0円
を

含
む

。
※

  
扶

養
手

当
、

通
勤

手
当

、
住

居
手

当
等

属
人

的
な

要
素

を
含

む
手

当
に

つ
い

て
は

、
年

収
に

含
ま

な
い

。
※

  
端

数
処

理
等

に
よ

り
、

実
際

の
支

給
額

と
は

異
な

る
場

合
が

あ
る

。

額
の

単
位

：
円

地
域

手
当

※
1（

月
額

）
期

末
手

当
※

2（
年

額
）

都
市

名
年

収
(千

円
未

満
四

捨
五

入
)

額
の

単
位

：
円

管
理

職
手

当
※

3（
月

額
）

地
域

手
当

※
1（

月
額

）
期

末
手

当
※

2（
年

額
）

給
料

（
月

額
）

＊
一

般
職

（
局

⻑
級

）
の

例
に

よ
る

都
市

名
年

収
(千

円
未

満
四

捨
五

入
)

給
料

（
月

額
）
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政令指定都市における市⻑・副市⻑・教育⻑・常勤監査委員の給料月額等比較
（単位：円）

都市名 市⻑ 副市⻑ 教育⻑ 常勤監査委員
1,280,000 1,030,000 830,000 800,000

100% 80% 65% 63%
1,310,000 1,020,000 830,000 713,000

100% 78% 63% 54%
1,174,000 948,000 822,000 778,000

100% 81% 70% 66%
1,229,000 966,000 804,000 617,000

100% 79% 65% 50%
1,317,000 1,064,000 780,000 750,000

100% 81% 59% 57%
1,216,000 962,000 790,000 567,000

100% 79% 65% 47%
1,599,000 1,285,000 940,000 908,000

100% 80% 59% 57%
1,181,000 926,000 732,000 663,000

100% 78% 62% 56%
1,250,000 940,000 812,000 663,000

100% 75% 65% 53%
1,277,000 928,000 766,000 655,000

100% 73% 60% 51%

1,467,000 1,052,000 行政職給料表9級を占める職
員に準ずる

665,000

100% 72% - 45%
1,410,000 1,120,000 581,500 750,000

100% 79% 41% 53%
1,669,000 1,096,000 907,000 834,000

100% 66% 54% 50%
1,190,000 990,000 793,000 695,000

100% 83% 67% 58%
1,410,000 1,110,000 830,000 700,000

100% 79% 59% 50%
1,160,000 920,000 596,900 596,900

100% 79% 51% 51%
1,310,000 1,050,000 790,000 790,000

100% 80% 60% 60%
1,230,000 980,000 830,000 590,000

100% 80% 67% 48%
1,300,000 1,040,000 850,000 620,000

100% 80% 65% 48%
1,207,000 960,000 715,000 700,000

100% 80% 59% 58%

平 均 値 100% 78% 61% 54%

1,290,000 1,020,000 890,000 730,000
100% 79% 69% 57%

1,150,000 930,000 810,000 610,000
100% 81% 70% 53%

※下段は市⻑を100として他の職と⽐較したときの割合

北 九 州 市

福 岡 市

大 阪 市

堺 市

神 ⼾ 市

岡 山 市

( 参 考 ) 岡 山 県

( 参 考 ) 倉 敷 市

熊 本 市

札 幌 市

仙 台 市

新 潟 市

さ い た ま 市

千 葉 市

川 崎 市

横 浜 市

相 模 原 市

静 岡 市

浜 松 市

名 古 屋 市

京 都 市

広 島 市
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○岡山市職員の退職⼿当の算定式 
【令和７年４月１日時点】 
 
 ◆一般職 
  
   退職⼿当＝基本額+調整額  
 
    基本額：退職日の給料月額×退職理由別・勤続期間別⽀給率（※1）×調整率（※2） 
        ※1 ⽀給率の上限値：57 
        ※2 官⺠均衡を図るための率：83.7％ 
 
    調整額：職員区分（役職段階の区分）に応じて定める額のうち、その額が 
        多いものから 60 月分の調整月額を合計した額 
 
 
 
 ◆市⻑・副市⻑ 
  
   退職⼿当＝退職日の給料月額×在職月数（任期満了：48 月）×⽀給割合（※3）  
         ※3 市⻑：55％  副市⻑：30％ 
 
 
 
    （参考）国家公務員の退職⼿当 
 
      ・一般職 
        退職⼿当＝基本額+調整額 
     
      ・特別職 
        退職⼿当＝基本額+調整額（※4） 
        ※4 基本額×8.3/100 
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政令指定都市における市⻑・副市⻑の退職手当支給額
【令和７年４月１日時点】

【市⻑】 （単位：円） 【副市⻑】 （単位：円）

都市名 給料月額 支給割合 支給額
(千円未満四捨五入)

都市名 給料月額 支給割合 支給額
(千円未満四捨五入)

1 名 古 屋 市 1,467,000 60% 42,250,000 1 神 ⼾ 市 1,110,000 50% 26,640,000

2 神 ⼾ 市 1,410,000 62% 41,962,000 2 広 島 市 1,050,000 47% 23,688,000

3 広 島 市 1,310,000 65% 40,872,000 3 名 古 屋 市 1,052,000 45% 22,723,000

4 横 浜 市 1,599,000 44.8% 34,385,000 4 横 浜 市 1,285,000 34.5% 21,280,000

5 仙 台 市 1,310,000 54% 33,955,000 5 大 阪 市 1,096,000 38% 19,991,000

6 千 葉 市 1,317,000 53% 33,504,000 6 京 都 市 1,120,000 35.8% 19,246,000

7 京 都 市 1,410,000 46.4% 31,404,000 7 札 幌 市 1,030,000 37.5% 18,540,000

8 岡 山 市 1,160,000 55% 30,624,000 8 千 葉 市 1,064,000 36% 18,386,000

9 川 崎 市 1,216,000 52% 30,351,000 9 福 岡 市 1,040,000 36.5% 18,221,000

10 福 岡 市 1,300,000 48% 29,952,000 10 仙 台 市 1,020,000 37% 18,115,000

11 熊 本 市 1,207,000 51% 29,547,000 11 川 崎 市 962,000 38% 17,547,000

12 さ い た ま 市 1,229,000 50% 29,496,000 12 堺 市 990,000 36% 17,107,000

13 札 幌 市 1,280,000 47% 28,877,000 13 北 九 州 市 980,000 34% 15,994,000

14 新 潟 市 1,174,000 51% 28,740,000 14 新 潟 市 948,000 33.7% 15,335,000

15 堺 市 1,190,000 50% 28,560,000 15 さ い た ま 市 966,000 33% 15,301,000

16 北 九 州 市 1,230,000 45% 26,568,000 16 相 模 原 市 926,000 ※1 13,334,000

17 静 岡 市 1,250,000 40% 24,000,000 17 岡 山 市 920,000 30% 13,248,000

18 相 模 原 市 1,181,000 ※1 22,675,000 18 静 岡 市 940,000 25% 11,280,000

19 浜 松 市 1,277,000 ※2 20,000,000 19 熊 本 市 960,000 24% 11,059,000

大 阪 市 1,669,000 20 浜 松 市 928,000 ※2 10,000,000

30,933,000 17,352,000

（参考） （参考）

岡 山 県 1,290,000 57% 35,294,000 岡 山 県 1,020,000 40% 19,584,000

倉 敷 市 1,150,000 60% 33,120,000 倉 敷 市 930,000 34% 15,178,000

津 山 市 980,000 53% 24,931,000 津 山 市 780,000 35% 13,104,000

※1 在職年数×480/100 ※1 在職年数×360/100
※2 退職手当は定額 ※2 退職手当は定額

平  均  値 平  均  値

不支給

退職手当＝給料月額×在職月数（48月）×支給割合
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